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１．はじめに 
  

現行の公認会計士試験制度は、平成 15 年の公認会計士法改正に基づき、公認会計

士の質を確保しつつ、多様な人材が監査証明業務やその他の監査と会計に係る業務の

担い手となることを目的として、平成 18 年より実施されているものである。この新

試験制度の導入以来、2 年目を迎え、現在、平成 18 年試験、19 年試験の短答式試験

の結果が公表されているところである（平成 19 年試験の論文式試験の結果は、本年

11 月 19 日に公表予定。）。 
 
平成 15 年改正公認会計士法の施行以降も不正会計事案がみられており、公認会計

士による適切な監査の重要性が指摘されるとともに、会計監査を巡る環境にも次のよ

うな新たな変化が見られている。 
 
金融商品取引法に基づき、内部統制報告書及び四半期報告に対する公認会計士によ

る監査の義務付けが平成 21 年 3 月期から行われるといった、公認会計士による法定

監査の拡大、内部統制の構築、Ｍ＆Ａ関連業務やコンサルティング業務等において、

公認会計士の果たす役割の一層の拡大がみられている。さらに、地方自治体などの公

会計の分野でも、その役割が増大している。また、我が国の金融資本市場の国際競争

力を強化することは、喫緊の課題となっており、監査及び会計の専門家である公認会

計士の役割はより重要となっている。 
 
このなかで、経済社会による公認会計士に対する質の確保と量的拡大の要請は一層

増大しており、公認会計士試験制度の趣旨をより実現し、多様な人々にとって同試験

がより魅力的なものとなり、多くの人々が同試験に挑戦することとなるよう、その実

施面の改善に向けて早急に検討することが求められている。 
 

 このような状況を踏まえ、公認会計士・監査審査会の公認会計士試験実施検討小委

員会の下に、公認会計士試験実施検討グループ（以下、「検討グループ」という）が

設けられた。本検討グループは、幅広い有識者の参加を得て、本年 7 月から４回にわ

たり、試験実施の改善に向けた検討を行ってきた。本報告は、その検討結果をとりま

とめたものである。 
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２．公認会計士試験実施の改善に向けた基本的な視点 
 
 公認会計士試験の実施の改善にあたっては、平成 15 年の公認会計士法改正の趣旨

を踏まえつつ、公認会計士試験が多様な人々にとって受験しやすく、より魅力的な試

験となることを目指すことが必要である。具体的には、 
 
①  公認会計士になろうとするのに相応しい者を判定するという公認会計士試験の

判定機能を維持し、合格者の質を確保しつつも、受験者にとっての負担をできる

だけ軽減することにより、多様な人々にとって公認会計士試験が受験しやすく、

より魅力的な試験となること、 
 
②  これにより、受験者の多様化と裾野が拡大されることを期待し、もって、一定

の資質を有する多様な人材がより多く公認会計士となること、 

 

を目指すことが求められる。 
 
 そのため、試験実施において、短答式試験、論文式試験の果たす役割を再確認し、

その役割に応じた具体的な改善策を講じていくことが必要である。 
 
 なお、その改善策については、試験実施方法の変更による受験者の混乱を避けつつ、

できる限り速やかに実施に移すこととし、その実施時期とともに公表していくことを

期待する。 
 
 
３．公認会計士試験の目的 
 
 公認会計士試験は、公認会計士法に基づき、「公認会計士になろうとする者に必要

な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」（公認会計士法第 5 条）

を目的とする国家試験である。 
 
 経済取引の多様化・複雑化・国際化、これに伴う会計基準、監査基準の複雑化・高

度化、また、経済社会が監査及び会計の専門家として求める役割の拡大により、公認

会計士に求められる資質は多様なものとなっており、試験の実施にあってもこれらへ

の考慮が必要である。 
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４．試験実施のあり方 
 
(1) 公認会計士試験の性格 
 
 公認会計士試験は、基本的には、「一定の基準に達した者を合格者」とする認定試

験（資格試験）であるとの考え方に変わりはないと考えられる。 
 
(2) 公認会計士試験で求められる「必要な学識及びその応用能力」 
 
 現行の公認会計士試験の合格に必要な学識及びその応用能力は、現行の試験実施の

実態を踏まえると、欧米の主要先進国の公認会計士試験と比較しても、十分比肩しえ

るレベルである。 
 
 しかしながら、現行の公認会計士試験の合格に必要な学識及びその応用能力は明示

されておらず、受験者に対する明確性や、国際的に公認会計士試験に求められている

水準との整合性を明確にするとの観点から、そのレベルを明らかにすることが適当で

ある。 
 
 現行の公認会計士試験に合格するには、公認会計士となろうとする者に求められる

学識や応用能力を有するのに必要な専門課程を大学で修了し、卒業した者と同等以上

の学力及び応用能力が事実上必要とされている。これは、今後の試験実施においても、

維持されるべきものである。 
 
 なお、本検討グループにおいては、経済取引の国際化、これに伴う会計基準、監査

基準の国際的な調整が進展する中で、公認会計士として国際的な素養が重要となって

おり、公認会計士試験でもそのような素養も問うべきであるとの意見があった。 
 
(3) 短答式試験と論文式試験の役割 
 
 現行の公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の２段階の試験により行われて

いる。過去の出題をみると、短答式試験と論文式試験について、同様の能力を問うよ

うな問題も出されており、両試験の役割には重複があるのではないか。したがって、

同様な能力について 2 つのステップで問うのではなく、両試験で役割分担を行うべき

ではないか、といった指摘がある。 
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具体的には、現行では、短答式試験は、できるだけ幅広く、多くの基本的な問題を

出題することにより、論文式試験に進む前に、公認会計士になろうとする者に必要な

専門的知識が体系的に理解されているかどうかを客観的に判定するための試験と位

置づけられている。その一方、暗記偏重の出題とならないように、出題の全体のバラ

ンスに考慮しながらも、応用問題を含めた出題も考えることとされている。 
 
一方、論文式試験については、公認会計士になろうとする者に必要な学識及び応用

能力が備わっているかどうかを適確に評価できるようにするため、知識を有している

かどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力や判断能力が備わっているか否か

をより適確に判定できるよう、応用問題も含めた出題等を行い、十分な時間をかけて

解答できるようにするものとされている。 
 

しかしながら、実際の短答式試験問題の出題においては、応用問題が多くみられて

おり、論文式試験との間に役割の重複がみられていると指摘されている。 
 
 現行の公認会計士試験制度は、短答式試験、論文式試験といった２つのステップで

行われるものとなっていることを踏まえ、そのあり方、役割について明確化を図り、

次のとおりとすることが適切である。 
 
① 短答式試験 
 短答式試験は、公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識について、基本的

な問題を幅広く出題することにより、論文式試験を受験するために必要な知識を体系

的に理解しているか否かを客観的に判定する試験とする。応用問題を出題する場合に

は、この短答式試験の役割を十分に踏まえて行うこととする。 
 
② 論文式試験 
 論文式試験は、公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識を体系的に理解し

ていることを前提として、特に、受験者が思考力、判断力、応用能力、論述力等を有

するかどうかに評価の重点を置くことにより、公認会計士になろうとする者に必要な

学識及び応用能力を公認会計士試験として最終的に判定する試験とする。 
 
 このような、両試験のあり方、役割に基づき、具体的な改善策を実施していくこと

が必要である。 
 
(4) 短答式試験と論文式試験の実施間隔 
 平成 18 年試験、19 年試験では、5 月下旬・6 月上旬に短答式試験、8 月下旬に
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論文式試験を実施しており、短答式試験と論文式試験の実施間隔は、2 ヶ月半強と

なっている。これは、多様な受験者の試験準備期間、試験会場の確保、試験採点時

間の確保等を総合的に勘案して決められているものである。両試験の実施にあたっ

ては、引き続き適切な実施間隔としていくべきである。 
 
 
５．短答式試験の実施のあり方 
 
(1) 短答式試験の実施の現状 
 
 現行の短答式試験の実施については、次のような指摘がある。 
 
① 現行の短答式試験は、必要な専門的知識を体系的に理解しているか否かについて

のみでなく、応用力や判断力も問う試験となっている。したがって、論文式試験

と似通った出題も見られており、試験実施の効率性の観点から、役割分担をより

明確にし、異なる試験で異なる役割を果たすこととすべきではないか。 
 
② 現行の短答式試験では、問題や選択肢の文章量が多かったり、複雑な組み合わせ

の解答を求める問題も出題されている。問題文や選択肢をより簡素化し、受験者

にとって分かりやすい試験とすることにより、限られた時間内で、受験者の能力

を効率的、効果的に判定することができるのではないか。 
 
③ 現行の短答式試験の配点は、問題の内容や文章量等の相違に関わらず一律である

が、内容や文章量に応じたより柔軟な配点とすべきではないか。 
 
④ 現行の短答式試験は、5 月下旬と 6 月上旬の週末に 1 日ずつ、計 2 日間の日程で

行われているが、出題の仕方、試験時間の短縮等の試験運営上の工夫により、1
日に短縮することができれば、受験者にとっての負担は相当軽減されるのではな

いか。 
 
⑤ 現行では、短答式試験、論文式試験が年に 1 回ずつ行われている。短答式試験の

受験者については、同試験を合格した者が、論文式試験を受験することができる

こととなる。仮に短答式試験を年に 2 回実施すれば、受験者にとっては、同一年

内に再チャレンジする機会が与えられる。例えば、短答式試験で不合格となった

場合、直ちに就職活動を行うか、もう１年受験勉強に専念するかといった選択を

迫られる人々にとっては、同一年内に再チャレンジすることができることは、有
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益ではないか。 
 
また、特定の時期に短答式試験を受験をすることが困難な場合でも、他の時期

に受験することが可能となるのであれば、社会人等の受験者の利便性が向上する

のではないか。 
 
(2) 平成 20 年試験より実施すべき改善策 
 
 検討グループとしては、(1)に述べられている指摘を踏まえて検討し、次のような

改善策を平成 20 年試験から実施することが適切であると考える。 
 
① 短答式試験は、その役割に鑑み、公認会計士になろうとする者に必要な専門的知

識について、基本的な問題を幅広く出題することにより、論文式試験を受験する

ために必要な知識を体系的に理解しているか否かを客観的に判定する試験とする。

応用問題を出題する場合には、短答式試験の役割を十分に踏まえて行うこととす

る。 
 
② 問題文、選択肢については、できるだけ長文や複雑な組み合わせの解答を求める

ものは避けること等により簡素化し、受験者にとって分かりやすいものとする。 
 
③ 各問題への配点については、問題の内容、文章量、出題形式等に応じて、配点の

多様化が可能なようにする。なお、配点を多様化する場合には、問題用紙に配点

を記載することなどにより、受験者に配点を明示することとする。 
 
④ 現行の 2 週間の週末にわたる 2 日の日程を短縮し、週末 1 日の試験とし、受験

者の利便性の向上を図る。これに伴い、一科目あたりの試験時間は短縮されるこ

ととなるが、試験問題の数、文章量、形式等については、試験時間や短答式試験

の役割を踏まえつつ、柔軟に考えるものとする。 
 
(3) 平成 22 年試験より実施する方向で検討すべき改善策 
 

平成 22 年試験から、以下の改善策を実施する方向で検討を行っていくことが適切

であると考える。当該措置については、より早期に実施すべきであるが、当該措置実

施に伴うコンピュータシステム変更のために一定の期間を要することから、平成 22
年試験からの実施を提言するものである。 
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① 平成 22 年試験より、論文式試験に先立ち、短答式試験を年 2 回実施し、受験者

に対して短答式試験の受験機会を増やす（論文式試験の実施回数については、こ

れまでと同様に年 1 回とする。）。 
 
② 同一年の各短答式試験については、その試験問題の難易度が同水準となるよう努

める。 
 
③ 短答式試験を年 2 回実施する場合の実施時期については、多様な受験者が受験し

やすいような時期とするよう努める。 
 
(4) その他 
 

公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識を体系的に理解しているかどう

かを客観的に判定するために、短答式試験について、標準的でオーソドックスな問題

を予め多数用意（プール）しておくことは有益であると考えられる。 
 
一方、試験問題のプール制の導入については、試験問題の蓄積自体や、そのプール

された問題が、実施時期に相応しい問題となっているか、法令・諸基準等の制定、改

正等を適切に反映しているかといった観点からの維持・更新に相当の作業が伴うこと

となる。そのため、プール制の導入には、その目指す規模（プールする問題数）にも

よるが、関係学会の協力も得つつ、相当の年数をかけて準備していく必要があると考

えられる。 
 
したがって、試験問題プール制に係る検討については、特に平成 22 年短答式試験

の年 2 回実施化に向けて引き続き検討を行うことが適切であると考えられる。 
 
 
６．論文式試験の実施のあり方 
 
(1) 論文式試験の実施の現状 
 
 現行の論文式試験の実施については、次のような指摘がある。 
 
① 論文式試験の役割を思考力、判断力、応用能力、論述力等を判定する試験である

とするのであれば、その出題範囲は、短答式試験のように広範囲である必要はな

いと考えられるため、短答式試験よりも絞り込んだものとすべきではないか。 



 

 - 8 - 

② 論文式試験の役割は、単に専門的知識の有無を問うものではないとの考え方から、

現行の論文式試験については、企業法、民法についてのみ、法令集を受験時に配布

した上で実施されている。同様な考え方に立ち、新たに会計学、監査論、租税法に

ついても、法令基準集を受験時に配布した上で実施すべきではないか。そのことに

より、暗記偏重型の勉強を強いられていると感じる受験者の心理的負担も相当軽減

されるのではないか。 
 
③ 現行の論文式試験は、8 月下旬の連続する平日の 3 日間で実施されており、特に

社会人等にとっては、3 日間の休暇をとらなければ受験できないといった負担があ

るのではないか。もし、3 日間の試験日程を維持するとしても、連続する平日 1 日、

週末 2 日間との日程とすれば、休暇をとる日数が減り、社会人等にとっての負担は

相当軽減されるのではないか。 
 
④ 論文式試験の採点については、今後の受験者の増加に備え、引き続き適切な採点

を維持していくために、試験委員一人当たりが処理する答案枚数の適正化を図る

必要があるのではないか。例えば、試験委員の数を増大するとともに、採点を専

担とする試験委員を設けるべきではないか。 
 
(2)  平成 20 年試験より実施すべき改善策 
 
 検討グループとしては、(1)に述べられている指摘を踏まえて検討し、次のような

改善策を平成 20 年試験から実施することが適切であると考える。 
 
① 公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識が体系的に理解されているこ

とを前提に、受験者の思考力、判断力、応用能力、論述力等を問う試験とする。

そのため、出題範囲については、幅広いものとする必要はないと考えられること

から、その出題範囲については、短答式試験よりも絞り込むこととする。 
 
② 現行では、企業法、民法について、法令集を受験時に配布した上で試験を実施し

ているが、新たに会計学、監査論、租税法についても、法令基準集を受験時に配

布した上で試験を実施する。なお、法令基準集に含まれる法令、基準等の範囲に

ついては、試験実施日の前のできるだけ早い時期に受験者に知らせることが必要

である。 
 
③ 実施日程としては、現行では平日 3 日間となっているが、金土日といった、連続

する平日１日、週末２日の試験とする。 
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④ 試験委員については、試験委員の数を増員する。なお、必要に応じて、採点のみ

を行う試験委員を設けるなど、試験委員制度の運用の柔軟化を図る。 
 
(3) 論文式試験の出題内容、出題数、形式等 
 

論文式試験の出題内容、形式については、同試験の役割を十分に踏まえたものと

し、基本的に現行程度の出題数と量を維持し、時間をかけて、じっくりと考える試験

とすべきである。試験時間、3 日間の日程は現行どおりでよいと考えられる。 
 
 
７．試験の年間実施回数 
 
試験の年間実施回数については、米国で行われているコンピュータを利用した試験

を参考にしつつ、短答式試験、論文式試験ともに、年間の試験回数を増やすことを検

討すべきではないか、そのことにより、受験者の利便性の向上が図られ、特に時間面

での制約が比較的大きいと考えられる社会人の受験者の増加を期待できるのではな

いかといった意見が出された。 
 
これに対し、短答式試験を年 2 回実施すれば、試験実施の改善は相当図られるので

はないか、米国方式の公認会計士試験実施は、世界でも稀であり、我が国において特

に論文式試験で問おうとしている資質に鑑みると、米国方式の試験実施は適切とは考

えられないのではないかといった意見が出された。 
また、論文式試験については、我が国のように、より思考力重視の論述式試験の実

施を前提にすると、適切な問題作成、採点に必要な試験委員の質と量の確保の観点か

ら、年複数回化を図ることは難しいのではないかといった意見が出された。 
 
なお、米国で行われているコンピュータを利用した試験を参考にしつつ、年間の試

験回数を増やす場合には、米国と同様、試験の出題内容、解答例は、不開示とする必

要があるのではないかとの意見があった。 
 
本件については、今後の試験の実施状況をみつつ、引き続き検討すべき事項である

と考えられる。 
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８．今後の公認会計士の規模 
 
今後の公認会計士の規模については、平成 15 年公認会計士法改正に向けた金融審

議会の公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」（平成 14 年 12
月）において、 
「行政としては、我が国の経済社会を支える公認会計士の規模について、一定の目標

と見通しを有することが適切である。すなわち、例えば、 
－ 平成 30 年頃までに公認会計士の総数を 5 万人程度の規模と見込むこと 
－ 年間 2,000 名から 3,000 名が新たに試験合格者となることを目指すこと 

が考えられる。」 
としている。 
 
 今後の法定監査範囲の拡大、企業部門における役割や地方自治体などの公会計にお

ける役割の増大、我が国の金融資本市場の国際競争力強化等の観点から、公認会計士

の規模拡大への必要性の高まりに鑑みると、今後の我が国の経済社会を支えていくた

めには、公認会計士の質を確保するとともに、その規模について、現在の 1 万 8000
人弱から、将来に向けて相当増やしていく必要がある。 
 
 
９．公認会計士試験の広報等のあり方 
 
(1) 広報のあり方 
 
 平成 18 年から行われている現行公認会計士試験の概要については、公認会計士・

監査審査会が広報に努めているところであるが、社会人や学生等をはじめとする幅広

い人々に必ずしも浸透しているとは言い難い状況にあると考えられる。したがって、

現行公認会計士試験の概要、また、試験実施の改善策について、効果的な広報を行っ

ていくことを期待する。 
 
 特に、会計監査、財務に関連する分野で活躍している社会人や会計学、経営学、経

済学を専攻する学生をはじめ、同分野に比較的なじみの少ない社会人や学生等に対し

ても、幅広く広報を行っていくことが重要と考えられる。 
  

また、女性については、受験者、合格者ともに、全体の 20％弱となっており、司

法試験や医師国家試験と比較しても、その比率は低い。公認会計士の分野における女

性の更なる活躍が期待されるところである。そのため、女性を対象とした広報も積極
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的に行っていくことが適切である。 
 
これらの人々を含めた幅広い人々に対し、公認会計士・監査審査会、日本公認会計

士協会をはじめ、関係者が一層の広報の努力を行っていくことを期待する。 
 
 なお、そもそも、人々が公認会計士試験を受けてみようとする動機に鑑みれば、職

業専門家としての公認会計士の魅力を広く知ってもらうことが重要である。そのため

には、公認会計士の魅力を向上させていく必要があることはいうまでもないが、その

魅力を広報していくことも重要であり、この面での関係者の一層の努力を期待したい。 
 
(2) 会計監査に関する教育のあり方 
  
 受験者層を拡大するとの観点からは、会計学はもちろんのこと、会計監査について

の教育の充実も重要である。本分野における大学教育や社会人教育の推進が必要であ

る。 
また、中学生、高校生についても、金融や経済に関する知識を深めるとともに、企

業会計や公認会計士監査の重要性、公認会計士の役割等について認識してもらうこと

が必要である。本分野にかかる関係者による努力を期待する。 
 
(3) その他 
 公認会計士として国際的な素養が求められているなか、英語対応のための語学力向

上が広く図られていくことが重要であり、関係者による努力を期待する。 
 
 
１０．公認会計士試験制度のあり方

 
 本検討グループは、現行試験制度の趣旨に基づき、試験実施の改善面に主眼を置い

て検討を行ってきたところである。したがって、今後の公認会計士試験制度のあり方

について焦点を当てた議論が行われたわけではないが、以下のような議論が行われた。 
 
① 実務経験の位置付け 

 
公認会計士が監査を行う場合は、監査先の経営陣と丁々発止の議論を行う必要があ

り、公認会計士には、幅広い経験に基づく判断力等が求められるのではないか、した

がって、論文式試験受験の前に、一定の実務経験を求めるべきではないかとの意見が

出された。 
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一方、公認会計士試験のみにより一定の資質を有した公認会計士となるわけではな

く、その後の実務補習、自己研鑽はもちろんのこと、継続的専門研修や監査実務従事

（いわゆるオンザジョブトレーニング）も非常に大きな役割を果たすことから、公認

会計士試験は、現行法に定められた公認会計士試験の目的である「公認会計士になろ

うとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する」ことで良い

のではないか。また、試験問題作題、採点に際して、同目的に沿ったものとするよう

引き続き改善を図ることとすればよいのではないかといった意見も出された。 
 
② 大学院教育の位置付け 
  

一定の資質を有した公認会計士を確保するために、会計専門職大学院を、公認会計

士試験制度や実務補習等により関連付けるべきではないかといった意見も出された。 
 
一方、会計専門職大学院は、一定の資質を有した公認会計士を確保するために貢献

することはできると考えられるが、必ずしもこれを制度的に結びつける必要はないの

ではないか、むしろ、会計専門職大学院やその他の関係者の努力により、会計専門職

大学院の活用を図っていけばよいのではないか、例えば、国際的な素養を養う役割を

果たしていくことも考えられるといった意見も出された。 
 

なお、新試験制度が実施されて、まだ 2 年目であることから、これらの制度面の論

点も含め、今後の試験実施の状況等を踏まえつつ、必要に応じて、将来的に金融庁等

の関係者が公認会計士試験制度のあり方について検討を行うことを期待する。 
 
 
１１．実務補習等のあり方 
 
 現行の公認会計士制度において、公認会計士となる資格を取得するためには、公認

会計士試験に合格することが不可欠であるが、それに加え、実務経験（業務補助等や

実務補習）を経るといった一定の要件を満たすことが必要である。 
 
 これは、公認会計士に必要とされる資質は、大学等における教育や実務経験などを

含め、公認会計士となるまでのプロセス全体を通じて養われるべきであり、公認会計

士試験における試験科目と試験方法のみで、それらの資質をすべて判定し得るもので

はないとの考え方に基づくものと考えられる。 
 
 公認会計士となるのに必要な実務的な技能や職業倫理等の習得は実務補習におい
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て行われ、その習得状況を日本公認会計士協会の修了考査により確認することとなっ

ており、この実務補習、修了考査が公認会計士として必要とされる資質を涵養してい

く上で果たす役割は重要である。したがって、公認会計士の質の確保と量的拡大を図

るためには、実務補習の充実を図るとともに、修了考査を適切に運用していくことも

必要であり、関係者が適切な取り組みを行っていくことを期待する。 
 
なお、公認会計士の質の確保、向上のためには、公認会計士自身の自己研鑽、公認

会計士登録後の継続的専門研修、監査実務従事（いわゆるオンザジョブトレーニング）

も非常に重要な役割を有しており、関係者の一層の取り組みが期待される。 
 
 
１２．最後に 
 
 公認会計士試験は、会計監査という財務諸表等の信頼性を確保するための金融資本

市場のインフラともいうべき公益性の高い役割を担おうとするのに相応しい者とし

て必要とされる能力を判定するものである。 
 

公認会計士・監査審査会、公認会計士試験実施検討小委員会において、本報告の内

容を踏まえ、公認会計士試験の改善が図られるとともに、今後とも、試験の実施状況

や経済社会の要請を踏まえつつ、厳正かつ適切に試験が実施されていくことを期待す

る。 
 


